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平成20年度青森県一般会計補正予算 (専決第３号)

平成20年度青森県一般会計補正予算 (専決第３号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ123,292千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

710,119,076千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ ｢第１表歳入

歳出予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

５ 地 方 交 付 税 ����������	 ������� ����
�
�	��

１ 地 方 交 付 税 ����������	 ������� ����
�
�	��

歳 入 合 計 ����������� 	
��
�
 �	��		�����

歳 出

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

７ 商 工 費 
	��	��	
� ������� 
	�
������

２ 観 光 費 ������
�� ������� ���
�����

歳 出 合 計 ����������� 	
��
�
 �	��		�����



( )

青
森
県
告
示
第
百
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
八
条
第
二
項

(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
十
三
日
ま
で

備
考一

漁
業
種
類

手
繰
第
二
種
漁
業
の
う
ち
、
い
さ
ざ
ひ
き
網
漁
業

二

操
業
区
域

東
共
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
の
各
共
同
漁
業
権
漁
場
の
区

域
の
う
ち
漁
業
権
者
の
同
意
の
あ
っ
た
共
同
漁
業
権
漁
場
の
区
域
及
び
そ
の
沖
合
海
域

三

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

八
十
四
隻

青
森
県
告
示
第
百
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
浪
岡
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
二
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

浪
岡
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

青
森
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
十
四
年
四
月
五
日
青
森
県
告
示
第
百
八
十
二
号)

の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

青
森
県
告
示
第
百
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告
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届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

尻

労

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
労
字
尻
労
八
番
地

二

向

井

正

喜

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
労
字
下
堀
川
一
五

番
地
二

吉

田

久

志

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
労
字
天
神
林
三
九

番
地
一

吉

野

正

男

平
成
二
十
一
年

二
月
二
十
三
日

か
ら
同
年
三
月

九
日
ま
で

尻
労
漁
業
協

同
組
合



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
テ
ー
ワ
イ
商
産

二

代
表
者
の
氏
名

山
口

義
孝

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
八
重
田
四
丁
目
九
の
一
二
コ
ー
ポ
ラ
ス
八
重
田
一
〇
三
号

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(
般
―
一
九)

第
一
〇
〇
四
〇
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
二
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
水
道
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
北
光
電
設

二

代
表
者
の
氏
名

澤
田

光

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
今
別
九
四
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
一
四
一
二
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
二
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

消
防
設
備
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
九
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
講
習
機

関
株
式
会
社
マ
ツ
ダ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
青
森
の
行
う
特
定
講
習
の
休
止
を
許
可
し
た
の
で
、

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

一

休
止
し
よ
う
と
す
る
特
定
講
習
の
種
別

普
通
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

二

休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
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